
　一般会計の歳入は次のような科目に分け
られています。
県税　県の行政に要する経費を賄うために､
地方税法等の規定に基づいて県民の皆さん
や県内に事業所を持つ法人等に納めていた
だく税です。現在､県民税､事業税､地方消
費税､自動車税､軽油引取税など12税目と
なっています。
　県税のうち法人事業税については､2008
年度の税制改正でその一部が地方法人特
別税とされました｡この制度は消費税率10%
段階で廃止・復元されることとなりましたが､
2019年度の税制改正において､復元後の法
人事業税の一部を分離して特別法人事業
税が創設されることとなりました。
　また､2014年度の税制改正で導入された
法人住民税法人税割の一部の地方交付税
原資化については､消費税10%段階で拡大
されるとともに､市町村への減収補塡措置と
して､法人事業税の一部を県から市町村へ
交付することとなりました｡これらの法人関係
税の税制改正は､2020年度からその影響が
現れ､2021年度に平年度化します。
地方消費税清算金　国から払い込まれた
地方消費税については､消費地と課税地を
一致させるため､小売年間販売額等､消費
に関連する指標により､各都道府県間で清
算することとされておりますが､この仕組みの
中で他の都道府県から支払われることによる
収入です。
地方譲与税　国税である特別法人事業税
等を一定の基準で地方公共団体に譲与す
るものです。都道府県に譲与するものとしては､
特別法人事業譲与税､地方揮発油譲与税､
石油ガス譲与税、自動車重量譲与税､森林
環境譲与税、航空機燃料譲与税があります。
地方特例交付金　国から地方公共団体へ

交付されるもので､その内容は次の三種類が
あります。
〔個人住民税減収補塡特例交付金〕所得税
で控除しきれない住宅ローン控除額を住民
税から控除することに伴い生じる減収を補塡
するため､当分の間の措置として､交付される
ものです。
〔自動車税減収補塡特例交付金〕2019年10
月の消費税率引上げに伴い実施されている
自動車税環境性能割の臨時的軽減による減
収を補塡するため､交付されるものです。
〔新型コロナウイルス感染症対策地方税減
収補塡特別交付金〕新型コロナウイルス感
染症の影響で事業収入が減少している中小
事業者等に対する固定資産税の軽減による
減収を補塡するため､交付されるものです。
地方交付税　地方公共団体間の地域格差
をなくし､一定の行政水準を確保できるように
するため､各地方公共団体ごとに標準的な
財政需要（基準財政需要額）と標準的な税
収入等（基準財政収入額）を算定し､財源
不足額が生じる場合に国から交付されるも
ので､その財源として所得税・法人税の
33.1%､消費税の19.5%､酒税の50%及び地
方法人税が充てられます。
交通安全対策特別交付金　地方公共団体
の道路交通安全施設整備のため､交通違
反などの反則金を財源に､交通事故件数､
人口集中地区人口及び改良済道路延長を
基準として国から交付されるものです。
分担金及び負担金　県が行う事業で特に利
益を受ける人から､その受益の限度において法
令などの規定に基づき賦課徴収するものです。
使用料及び手数料　県の施設や行政サー
ビスを利用する人々から､それに要する経費
の全部又は一部を負担してもらうもので､県
立高等学校授業料や各種許可証交付手数
料などがあります。
国庫支出金　県が行う事務事業の経費の

全部又は一部を国が支出するもので、その性
質によって次の三つに分けられます。
〔国庫負担金〕義務教育や生活保護など、国
と地方公共団体が共同責任をもって行わな
ければならない事業について国が全部又は
一部の経費を負担するものです。
〔国庫補助金〕国が費用の一部又は全部を
負担して特定の事務や施設の設置を地方
公共団体に対して奨励､援助するものです。
〔国庫委託金〕国勢調査事務など本来国の行
うべき事務について国が経費の全部を負担し
て地方公共団体が事業を実施するものです。
財産収入　県の財産を貸し付けたり売り払う
ことによる収入です。
寄附金　県以外から金銭を譲り受けるも
のです。
繰入金　特別会計や基金などから一般会
計に繰り入れるものです。
繰越金　県の前年度の余剰金を受け入れ
るものです。
諸収入　県税の延滞金や預金利子､県から
の貸付金の元利償還金､収益事業収入など
さまざまなものが含まれています。
　この他､歳入科目として､県債があります。

　愛知県では一般会計の歳出を､目的別
（款別）に議会費､総務企画費､県民環境
費､福祉医療費､経済労働費､農林水産
費､建設費､警察費､教育・スポーツ費､災
害復旧費､公債費､諸支出金､予備費の
13項目に分けています。
　また､歳出を性質別に分類する方法とし
て､本県では独自に義務的経費（人件費､
扶助費及び公債費）､投資的経費（公共
事業､単独事業及び災害復旧事業）､その
他の経費（単独補助金､貸付金､繰出金
等）の三つに分類しています。

歳　入　科　目

歳　出　科　目

用語の説明
個人県民税均等割の引上げ等
　と地震防災対策等の充実強化

　2011年7月に政府が決定した「東日本大震災からの復興の基本方針」において、2015年度末までの「集中復興
期間」に総額19兆円程度の復旧・復興事業が実施されることが盛り込まれました。
　そのうち、東日本大震災を教訓として、全国的に各地方公共団体で行われることが予定されている緊急防災・減
災事業の地方負担分等0.8兆円程度については、地方税において復旧・復興のための臨時的な税制上の措置を講
じることで、地方公共団体自ら財源を確保することとされ、具体的な税制上の措置を盛り込んだ「東日本大震災か
らの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関す
る法律」が、2011年12月2日に公布、施行されました。
　これを受け、本県においても2012年2月に県税条例の一部を改正し、個人県民税均等割を500円引き上げるとと
もに、退職所得の10％税額控除を廃止しました。

※事業実施に際しては、まずは県債により財源を賄うこととされ、その償還について、税の増収分が充てられ
　ていくという考え方で制度設計がなされております。

活用事例

県立高等学校の耐震化事業 警察本部庁舎の耐震化事業

■　活用事業
　この改正に伴う増収を活用して、国庫補助事業として、国の2011年度第3次補正予算、2012年度当初予算
及び2013年度当初予算において措置された全国防災対策費に係る事業、具体的には、堤防の耐震化や護
岸工事などの河川整備事業や、ため池の耐震化などの農地防災事業等を実施いたしました。そのほか、東
日本大震災を踏まえ、県立高等学校の耐震化事業や警察本部庁舎の耐震化事業などを実施し、県民の皆
様の安心、安全の確保のため、地震防災対策の充実強化を図っております。

■　適用期間及び税収額
　個人県民税均等割の引上げは、2014年6月から10年間適用されており、税収としては2014年度から2024年
度の収入となります。また、退職所得の10％税額控除の廃止による増収額については、2013年1月からの10年間
分を防災事業の財源に充てることとされておりますので、税収としては2012年度から2022年度の収入となりま
す。
　この二つを合わせると、増収となる期間は2012年度から2024年度の13年間となります。
　また、増収額については、13年間の合計額で228億円程度を見込んでおります。

愛知県で発売された宝くじの収益金は
身近な公共事業に役立っています。
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